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１．議題 

（１）諮問事項 

 令和３年度加東市国民健康保険税の税率について 

 

（２）報告事項 

令和２年度加東市国民健康保険特別会計決算見込みについて 

その他 

 

２．会議結果 

（１）諮問事項 令和３年度加東市国民健康保険税の税率について 

市の意見が適当であるとして答申することで出席委員の了承を得る。 

（２）報告事項 令和２年度加東市国民健康保険特別会計決算見込みについて、ほか 
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３．会議の経過 

午後１時３０分 開会 

【会長あいさつ】 

 皆さん、こんにちは。会長の神戸です。お忙しい中にもかかわりませず、令和２年度１

回目の加東市国民健康保険運営協議会に御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 立春も過ぎまして暦の上ではもう春なんですけれども、まだまだ暖かい日、寒い日が続

いてございます。本格的な春の到来はもう少し先になるのではないかなというふうに思い

ます。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大につきましては、皆様、マスコミ等でもう御存知

だと思います。鎮静化しつつあるとはいえ、まだまだ予断を許さない、そういう状況では

ないかなと思います。緊急事態宣言下の中で私たち一人一人ができることを考えて行動す

るように心掛けたい、というふうに思っております。このことにつきましては、後ほど安

田市長から御説明とか御報告があるようでございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 本日の運営協議会につきましては、既にお知らせしております、市長からの諮問事項が

１件、それと報告事項が１件でございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重

審議いただきますようお願いいたしまして、御挨拶に代えさせていただきます。本日は御

苦労様でございます。 

 

【市長あいさつ】 

皆さん、こんにちは。今日は、今年度１回目となります国民健康保険運営協議会を開催

いただきまして、本当にありがとうございます。昨年もこの時期に開催をいたしまして、

それから１年ぶりの開催と、こんな状況でございます。この後、諮問について御審議いた

だくわけでございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 今、会長からコロナウイルスのお話がございました。昨年の１月 29 日に加東市におい

てコロナ対策の１回目の会議を開催して、もう１年以上経過をしております。本当にこの

１年、新型コロナに振り回された１年だったなという思いでございます。 

 ４点、御報告を申し上げたいのですが、まず新聞等でも御承知のことかと思いますが、

２月９日に加東市の職員１名が陽性ということの確認をされました。このことについて

は、いつかきっとそんなときが来るのだろうなということを一方で予想しながら、だけど

も現実に起こりますと本当にショッキングな状況でございました。幸いにして本人は軽症

でございまして、その後も回復に向かっている、軽快に向かっているという、こういうこ

とでございます。その周囲の職員は、濃厚接触者ではなかったけれども、仕事のメンバー

ということで５人についてＰＣＲ検査を実施いたしましたが、いずれも陰性だったという

ことで安堵しておるところであります。庁舎内の消毒も常に続けておるわけでございます

が、さらに消毒の頻度を増やすことなどで取組を進めていきたいというふうに思っていま

す。 

 それから、今日も御指摘にございましたが、森下先生をはじめ、医師会の先生方のお世

話になってワクチンの接種を早く始めたいと、こんなことで今取組を進めております。も

う何をおいても、この時期においては優先事項と、最優先事項と、そんな思いで今取組を

しておりますが、ワクチンが３億 1,400万回分、確保できておるという、こういうことも

新聞等で報道されております。１人に２回接種ということになりますと、単純にそれを２

回で割りますと１億 5,700万人分ということになるのですが、ただ、このことも１瓶で６

回分確保できると思っておったのが、実は５回分だったという。もうはやそこで 1,200

万回分が変わってくるという、こんな状況も見られておりますし、まだその３億 1,400

万回分というのは、あくまでも契約がファイザー社、アストラゼネカ、そしてモデルナ、

この３社と契約ができておるということで、入荷が具体的にいつになったらという、そん

なところまでは我々には情報はなかなかございません。 



 そういうような状況の中でございますけれども、これはしっかりと市民の命を守るため

に行わなければならないという思いであります。そして、今、集団接種会場を庁舎の２階

の 201号会議室あるいは社公民館の２階の研修室、このどちらかを想定しているというこ

とでございます。先日は、森下先生にお越しいただいて、201号会議室に実際に資機材を

運び込んで、このような状態で今進めようとしておりますという中で、いろんなアドバイ

スをいただいたところでございます。我々が今想定しておりますのは、医師、あるいはこ

の医師の確保にも関係することでございますが、集団接種において１日大体最大 200人か

なと、そんな想定をしてございます。ただ、これは最初から 200人がスタートできるのか

というと、決してそうではございません。最大 200人ということでございまして、最初の

スタートはその半分ぐらいからスタートしないと、３週間後には２回目の接種が始まりま

す。200人を最初からスタートさせますと、その段階で２回目の接種をする人が 200人い

る。新たな１回目の人が200人いるとなりますと400人の接種というふうになりますので、

これは打てない、そこまでの対応はできないだろうと、そんな想定の中で今進めておりま

す。 

 従って、今１月末現在で１万 700 人を超える 65歳以上の方がいらっしゃるんですが、

この 65歳以上は来年度、令和３年度中に 65歳になる人も対象になるということでござい

ますので、さらにその数は増えることになります。１人２回ということになりますと２万

数百回の接種をしなければならない。単純に考えて、最大の 200人ということを考えまし

ても 100日以上かかる。３か月、３か月半、恐らくそんなことでは済まないだろうと思い

ます。５か月、６か月でその 65 歳以上の方だけに接種できれば、それは本当にすごいこ

とだなと、そんな思いであります。 

 しかし、そうは言ってもおられません。不確定な情報が多い中でございますけれども、

一刻も早く多くの人に接種できるように努めてまいりたいと思います。国の指示の下、都

道府県の協力により、市町村において接種を希望する方に接種をするという、こんな事業

でございます。しっかりと取り組んでまいりたいと、このように思います。 

 それから、様々な感染者あるいは医療従事者等を含めまして、誹謗中傷等の扱いという

のが全国的にも顕著になってきてございます。２月８日、加東市議会の臨時会を招集させ

ていただいて、「感染症の患者等の人権擁護に関する条例」というのを提案させていただ

いて、全会一致で可決をいただいたというところでございます。このような条例を制定し

なければならないと、そういう世の中自体が本当はおかしいことだというふうに常々思っ

ておりますが、しかし現実にそういうことがあるとすれば、それを抑止するための方法を

やはり我々は作らなければならないと、そんな思いでございます。しっかりとこれから

様々な場面で、そういうことの啓発をしてまいりたいと、このように思っております。 

 そして、改めて市民の皆さんにお願いしたいことは、御自身でできること、まずはマス

クの着用、そして手指の消毒、それから密接、密集、密閉、こういう場面をぜひ避けてい

ただく。さらに、今でなければならないと、よく不要不急という、こういう表現を使うの

ですが、私は、今でなければならないこと、今すべきこと以外での外出の自粛という、こ

ういう表現をさせていただいております。大切な御自身の命、そしてまた御自身にとって

大切な方の命をぜひ守るための行動を改めて市民の皆さんにお願いをしておると、こんな

状況でございます。しっかりと取り組んでまいります。何とか早く終息すればという、こ

れはもう誰もの思いでございますが、なかなか先は見通せない。それが現実ではないのか

なという、そんな思いでありますが、しっかりと取り組んでまいりたいと、このように思

います。 

 今日は、早速に令和３年度に向けましての税率改正といいますか、そういうことについ

て諮問させていただいております。何とぞ慎重な御審議をいただきまして、適切なご判断

をいただきますようにお願いを申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 



【議事進行】 

（神戸会長） 

 それでは、議長を務めさせていただきます。 

 この会議がスムーズに進行しますよう、委員の皆様の御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の会議でございますが、９名の委員のうち、８名の出席をいただいておりまして、

加東市国民健康保険運営協議会規則によりまして、委員定数２分の１以上の出席を得てお

ります。第６条の規定によりまして、この会が成立していることを御報告申し上げます。 

 また、後日この協議会の議事録が作成されます。その署名人について、こちらのほうか

ら指名をさせていただきます。神戸宏明委員と山川美枝子委員にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に移ります。今回、事前に加東市長から加東市国民健康保険運営協議会

に諮問されました案件は１件でございます。 

 では、諮問事項１、令和３年度加東市国民健康保険税の税率について、事務局から説明

をお願いいたします。 

 

【諮問事項】令和３年度加東市国民健康保険税の税率について 

（事務局） 会議資料に基づき説明 

 

（神戸会長） 

 ありがとうございました。 

 大変分かりにくいと思うのですけども、ただいまの説明につきまして、御質問はござい

ませんでしょうか。 

 どんなことでも結構ですので、どこから言っていただいても結構だと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

 分かりましたでしょうか。 

 

（神戸会長）  

すみませんが、ＰＣＲ検査について。これにつきましては皆、個人負担ですか。保険適

用はできますか。できませんか。それの、回答は難しいですか。 

 

（市長）  

まず、濃厚接触者であるとかいうふうに保健所が決定をしますと、その部分は国費です。 

 

（神戸会長） 

 国費ですか。 

 

（市長） 

 はい。我々の側の負担はないということです。 

 

（神戸会長） 

 もう１点、１人当たり、１世帯当たりでも結構なんですけど、どれぐらい金額が増えて

くるのか、具体的に平均で結構なんですけども、それはいかがですか。 

 

（事務局） 

 失礼いたします。資料の表面に、一番下なんですけれども、今年の標準保険料率での計

算した３件が一番下の行でございますけれども、１人当たりというので７万 1,000円、２

万 4,600 円、２万 7,800円、合計で 12万 3,400 円というのを書かせていただいておりま

す。 

 



これが去年のこの同じ会議での資料では、その合計額が 12万 1,600円ということで資

料を提示させていただいておりまして、その差引きは 1,800 円増額ということになりま

す。これはあくまでも１人当たり、平均的な額ですので、所得が少ない方は軽減がかか

りますので上がり幅がそんなにありませんし、逆に所得が多い方はこの上がり幅以上に

上がることになりますので、あくまでも平均的な上昇額の見込みでお答えさせていただ

きます。 

 

（神戸会長） 

 平均で、2,000円弱という、そんな形で上がっていくということですか。 

 

（事務局） 

そうです。 

 

（神戸会長） 

いかがですか。何かご質問ございますでしょうか。 

 

       （質問等なし） 

 

（神戸会長） 

 無いようでございましたら、これでもって質疑を終わらせていただいて採決に入りた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

           

（神戸会長） 

 それでは、諮問事項の第１でございます。令和３年度加東市国民健康保険税の税率に

ついて、事務局より説明があったとおりとすることに異存のない方につきまして、挙手

をお願いいたします。 

             

〔賛成者挙手〕 

 

（神戸会長） 

 ありがとうございます。挙手全員でございます。諮問事項第１、令和３年度加東市国

民健康保険税の税率につきまして、市の意見が適当であると答申をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 議事につきましては以上でございます。 

 続きまして、報告事項、令和２年度加東市国民健康保険特別会計決算見込みにつきま

して、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【報告事項】令和２年度加東市国民健康保険特別会計決算見込みについて 

（事務局） 会議資料の１、２、４ページを説明 

 

（神戸会長） 

 ただいまの御説明につきまして、何か御質問ございませんか。 

 何かございませんでしょうか。 

 １点だけいいですか。特別交付金ってありますね、国保の交付金でね。事業をしたら

国のほうがいくらでもくれるからいいと。いくらでもくれるというような言い方をした

らいけないけれども、事業で見込んでくれたら、この交付金を結構くれると思うんです

けれども、ほかの市町と比べて、この交付金は、加東市は高いんですか。この辺の、比

較とかされていませんか。 

  



例えば、人口４万人規模の国保の加入者なんですけども、この辺の規模で比べたとき

に、私も居たときに、もっと事業をして、交付金をもらわないかと言われたこともあっ

たりしましたけれども、多事業をしたら、これは当然事業費がかかるんでしょうけども、

この交付金が以前の話のことで、今の段階では分からないものなんで、そしてこの辺の

ところがほかと比べてどうなのかなと。色々、事業をしたら費用が要るんですかね。今、

健康課が何かやられてますね。体重を落としましょうとかいう。そういうのを事業で取

り組んでいって、もうちょっと交付金がもらえるようなことができるんじゃないかと。

やってもらったらなと思いますが。ご説明お願いできますか。分からないなら結構です

よ。 

 

（事務局） 

 失礼いたします。保険給付費等交付金の中で特別交付金は４つございまして、保険者

努力支援分というのを書いておる部分がございますけれども、保険者努力支援交付金と

いうものにつきまして、備考欄に取組評価分というものと事業費分というものを書いて

おりますが、そのうち、取組評価分についてなんですけれども、令和３年度の分が、内

示と言いますか、ほぼ事業をすることに対して交付額が決まっておりまして、加東市の

場合なんですけども、１人当たりの交付額、基本的には人口が違いますので、金額だけ

では比較しにくいところがありますので、１人当たりの交付額という順位が出ておりま

す。県が出しておるんですけれども、令和２年度は県で 30位と書いてあったんですが、

令和３年度は 35位になる見込みになっております。そこの部分しか今すみませんが、お

答えできません。 

 

（神戸会長） 

 いえ、分かりました。ありがとうございます。 

 もうちょっともらえる要素があるのではないかなと思ったりしますが。いやいや、結

構でございます。ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。 

 これは決算見込みで今出ているんですけど、最終的に正直どれぐらいになりますか。

減免とか合わせて、最終的に。今 70 パーセントぐらいありますので。最終的には 92、3

パーセント以下になるのかというのは、なると思うんですけれども。 

最終的にどれぐらいになるか分かりますか。去年の数字で結構なんですけども。 

 

（事務局） 

 失礼いたします。３月に決算見込みの関係の補正予算というのがあるんですけれども、

それで収納率の今年度の見込みに基づいて増額するなり減額するなり予算を組むのです

が、現年の分は 93.4％ぐらいで見込んでおります。 

 

（神戸会長） 

 大体でいいですよ。ありがとうございました。 

 

（事務局） 

 分かりました。 

 

（神戸会長） 

 それなら、現年度は 93％ぐらいということですね。よく頑張っておられる。分かりま

した。ありがとうございます。 

 私ばかり言っておりますので、申し訳ないです。ほかの委員さん、いかがですか。 

 ございませんか。 

       



      （質問等なし） 

 

（神戸会長） 

 分かりました。これで、この報告につきまして質問を打切りにさせていただきます。 

 それでは、その他につきまして、事務局から報告事項がいろいろございますので、お

願いいたします。 

 

【報告事項】 その他、令和２年度の国民健康保険に関する制度改正（条例改正等）に

ついて 

（事務局） 会議資料の３ページを説明 

 

（事務局） 

 続いて、税務課の杉本です。 

 先ほど保険医療課から減免の説明がありました。税務課では、減免の対象にならない

方に関しましては、猶予、徴収猶予をするという制度がございます。このたびのコロナ

の影響によって徴収、本税の納付が難しい方については、１年間猶予がありますという、

その制度です。その特例のコロナの関係で国民健康保険税の猶予申請をされている方の

分が 400 万円です。過年度分、令和２年度より前の古い年度につきましても猶予するこ

とができますので、その分が約 1,500 万円、合計いたしまして 1,900 万円の猶予の受付

をいたしました。その中で既に現在納付されている金額が約 100万円ですので、まだ 1,800

万円については猶予の対象でございます。 

 あと続きまして、お手元のほうに「市税の概要」という冊子を配らせていただいてお

ります。これは平成 26年度から税務課で作成を行っております。目的といたしましては、

市税の情報を発信することによりまして、市民の方の納税意識を高めていただけるよう

にという目的で作っております。 

 そしてもう１つには、この冊子は税務課の主事、主査の若手職員が受け持って作成し

ております。これを作成することによりまして市税の知識を高めてもらおうという狙い

です。そして、今年度は特にコロナの税制改正がありましたので、45 ページには税制改

正、コロナにおける税制改正の項目と内容を変えさせていただいています。また、お帰

りになられましたら、内容を御確認いただけたらと思います。ありがとうございます。 

 

（神戸会長） 

 ありがとうございました。 

 今の報告事項２点ありましたけども、いかがでしょうか。何か御質問ありますか。 

 議事全般に関してでも結構でございますので、何か御質問ございませんでしょうか。 

 ございませんか。 

            （質問等なし） 

 

（神戸会長） 

 そうしたら、これで予定しておりました議事は全て終了いたしました。 

 これをもちまして本日の国民健康保険運営協議会を終了させていただきます。 

 皆様の御協力によりまして、議事がスムーズに進行しましたことをお礼申し上げます。 

 以上でございます。 

 

（事務局） 

 神戸会長、ありがとうございました。 

 以上をもちまして加東市国民健康保険運営協議会を終了させていただきます。 

 

 



（市長） 

 ありがとうございました。 

 ２点だけ、コロナの関係で、お話ししておきたいんですが、先ほどＰＣＲ検査のこと、

保健所がというような話をしましたが、正しくは行政検査という表現だったというふう

に理解しています。行政検査の対象になりますと、それは国が持つ。それ以外はもう自

費検査と。それは保険外なので、利かない。そんな状況でございました。 

 それから、２月に入って急に加東市というか、近隣の市町の陽性者数がどんと増えま

した。１月の段階で加東市は最終は 20 人だったと思いますが、それが今は 76 人で、そ

れまで加東健康福祉事務所管内で約３００人とかいう数字が上がっておりました。この

ことは、我々は去年の３月、４月段階から市町名、加東市であるとか小野市、三木市と

か西脇市とかいう、その市町名ぐらいは公表してもいいんじゃないかというのをずっと

言い続けてきました。そうでなければ、加東健康福祉事務所と言ったって北播磨５市１

町の中のどこか分からない。そのような情報の提供の仕方では市民の自覚を促すにして

も、なかなかこれはできないと思うんです。 

 ちょっと県が譲歩したのか、それが一つの結果として表れてきたのかなというふうに

思っておりますが、感染者御本人の承諾がなかったら市町名までは公表はしないという、

その部分には変わりはございません。ただ、一定程度期間が経過すれば、県のほうもそ

このところは発表をしておると、こんな状況でございます。したがって、今、加東市が

74、西脇が 57、三木市 115でしたか、小野市 38、加西市が 100、多可町が 17人、そして

また加東健康福祉事務所管内に 95人と。合計で 496人いらっしゃると、こんな状況であ

ります。 

 ただ、これは今現在の感染者ではございません。もう既に治癒された方も含めて、累

計でございますので、今まだその数がいらっしゃるかというと、決してそうではござい

ません。そのことをぜひ御理解いただきたいなと。これからある一定期間が経過すれば、

また少し数字がどんと積み上げられることになります。 

 

（事務局） 

 それでは、以上をもちまして加東市国民健康保険運営協議会を終了させていただきま

す。 

 委員の皆様には、お忙しい中、御出席をいただきまして、本当にありがとうございま

した。お帰りの際には、お車等に十分お気をつけいただきますようお願いをいたします。

本当にありがとうございました。 

             

午後２時３０分 閉会 
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